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九州大学研究用微生物安全管理委員会規程

平成１６年度九大規程第１９６号

施 行：平成１７年 ４月 １日

最終改正：平成２９年 ３月３１日

（平成２８年度九大規程第９７号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学教育研究評議会規則（平成１６年度九大規則第６号）第７条第１

項の規定に基づき、研究用微生物安全管理委員会（以下「委員会」という。）の具体的な任務、

組織、議事の手続その他必要な事項を定めるものとする。

（任務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究用微生物の分類に関すること。

(2) 研究用微生物の利用、保管及び供与の承認等に関すること。

(3) 指定実験室及び微生物管理区域の安全設備及び運営に関すること。

(4) 事故発生時及び災害時における措置に関すること。

(5) 微生物取扱者に対する健康管理に関すること。

(6) その他研究用微生物の安全管理に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学研究院長

(2) 研究用微生物を取扱う施設を置く部局の教授、准教授及び講師のうちから選ばれた者 各

１人

(3) その他総長が必要と認めた者 若干人

２ 前項第２号及び第３号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場

合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前項の委員は、再任されることができる。

４ 委員会に委員長を置き、医学研究院長をもって充てる。

５ 委員長は、委員会を主宰する。

６ 委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

（議事）

第４条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができな

い。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

（委員以外の者の出席）

第５条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞く

ことができる。

（専門部会等）

第６条 委員会に、特定の事項を調査・検討させるため、必要に応じて専門部会等を置くことが

できる。

（事務）

第７条 委員会に関する事務は、事務局各課等の協力を得て、総務部環境安全管理課において処

理する。

（補則）

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会において定

める。

附 則

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
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２ この規程の施行の際現に九州大学研究用微生物安全管理規則（平成１６年度九大規則第８３

号。以下「安全管理規則」という。）の規定に基づき、研究用微生物安全管理委員会の委員に

任命されている者は、この規程の相当規定に基づき任命されたものとみなし、任期の定めのあ

る委員の任期については、安全管理規則による当該委員会の委員として在任した期間を控除し

た期間とする。

附 則（平成１８年度九大規程第８５号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第４３号）

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規程第１２２号）

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第３０号）

この規程は、平成２４年１０月１０日から施行し、平成２４年９月１日から適用する。

附 則（平成２４年度九大規程第８６号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第１１０号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年度九大規程第１２０号）

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第９７号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。


